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保育園等入園選考システム導入等業務

公募型プロポーザル実施要領

令和４年９月

津山市こども保健部こども保育課
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1. 業務名

保育園等入園選考システム導入等業務（以下、「本業務」という。）

2. 業務目的

入園選考業務をシステム化することで、処理の迅速性と選考結果の正確性を期すこ

とに加え、業務を処理する本市職員の事務負担を軽減し、事務の大幅な効率化を図る

もの。

3. 業務の概要

（１）業務内容

① 保育園等入園選考システム運用に必要なソフトウェアの導入及び保守

② 保育園等入園選考システムの操作研修（テスト、運用サポート等）

③ 保育園等入園選考システムの各種設定

④ その他本業務に必要な業務（システム導入に伴う協議及び、議事録の作成等）

（２）契約期間

契約締結日から令和５年３月３１日まで

ただし、ソフトウェアの導入は令和５年２月２８日までに完了するものとする。

（３）成果物

本業務の成果物として、下記のものを納入するものとする。

① 保育園等入園選考システム（ソフトウェア）

② 本システムの仕様書

③ 職員向けユーザー、保守・運用マニュアル（冊子、データ）

（４）その他

① 本業務で納入されたシステム（ソフトウェア）は、納入後１年間の契約不適合

責任期間を設ける。

4. 提案上限額（消費税及び地方消費税を含む）

本業務に係る保育園等入園選考システム導入及び保守の提案上限額は、下表のとお

りとする。

※この金額は、システム導入にかかる一切の費用（システム及び、その他システム

の運用で必要となる機器等に係る費用を含む）並びに契約期間中の保守・運用に

おける全ての費用とする。

※納品時期に関わらず、保守期間は令和５年３月１日から令和５年３月３１日まで

とし、１ヶ月間の保守費用とする。

5. 導入スケジュール

令和４年 ９月 ２日（金） ：公募開始

令和４年 ９月 ９日（金）１７時：質問受付〆切

令和４年 ９月１６日（金） ：質問回答予定

令和４年 ９月２２日（木）１７時：参加申込書提出期限

令和４年 ９月２６日（月） ：参加承認通知

令和４年１０月１１日（火） ：企画提案書提出期限

令和４年１０月１８日（火） ：プレゼンテーション審査

令和４年１０月３１日（月） ：選定結果通知

システム名 提案見積限度額（税込）

保育園等入園選考システム 導入・保守 一式２，０５５，０００円
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※日程については、都合により変更する場合がある。

6. 参加条件

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を満たすこと。

① 令和３・４年度津山市物品等指定業者に市内事業者として登録され、かつ、登録

業種が分類番号１５番「情報・企画」で登録されていること。

② 地方自治法施行令（昭和２２年施行令第１６号）第１６７条の４第１項に規定す

る者に該当しないこと。

③ 津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（令和２年津山市告示第１

号）に基づく指名停止措置（指名保留を含む。）を受けていないこと。

④ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ていないこと。

⑤ 津山市暴力団排除条例（平成２３年津山市条例第２１号）第２条第１号に規定す

る暴力団、同条第２号に規定する暴力団員及び同上第３号に規定する暴力団員等

（以下「暴力団員等」という。）でないこと。また暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有していないこと。

⑥ 国税、岡山県税、津山市税並びに申請者（受任者がいる場合は受任者）の属する

自治体の市町村民税を滞納している者でないこと。

7. 参加申込・参加承認

（１）提出書類

本プロポーザルへの参加を希望する者は、本実施要領、仕様書及び津山市契約

規則他の関係諸法令を理解・遵守の上で、次の書類を提出すること。

ア 参加申込書（様式第１号）

イ 委任状（様式第２号）

ウ 導入実績記載書（任意様式）

エ 企画提案事業者会社概要（任意様式）

オ 納税証明書（国税、岡山県税及び申請者（受任者がいる場合は受任者）の

属する自治体の市町村税の完納証明書）

カ 登記事項証明書（現在事項照明）の写し

キ 印鑑証明書（写し可）

ク 財務諸表の写し（直近決算のもの）

ケ 津山市暴力団排除条例に係る誓約書（様式第７号）

（２）提出期間

令和４年９月２２日（木）１７時まで（必着）

（３）提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到

着、持参したものについては受付しない。

（４）提出場所

津山市こども保健部こども保育課

〒７０８‐８５０１ 岡山県津山市山北５２０番地

TEL：０８６８‐３２‐７０２８ FAX：０８６８‐３２‐２１６１
（５）参加承認

電子メール及び郵送にて、令和４年９月２６日（月）に参加の可否を送付する。
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8. 質問・回答

（１）提出方法

募集要綱に対して質問がある場合は、別添の質問書（様式第３号）により、FAX
又は電子メールで提出すること。それ以外の方法による質問は受付しない。

（２）提出期限

令和４年９月９日（金）１７時まで（必着）

（３）提出場所

津山市こども保健部こども保育課

FAX：０８６８‐３２‐２１６１
メールアドレス：hoiku@city.tsuyama.lg.jp

※ＦＡＸ、電子メールで質問書を提出する場合は、送信後、電話連絡による受

信確認を行ってください。

（４）回答方法

津山市のホームページで公表

（５）回答日時

令和４年９月１６日（金）予定

9. 応募申請

企画提案者は、以下の書類を期限までに所定の場所へ提出すること。

提出書類の内容に不明な点等がある場合には、必要に応じて追加資料の提出を求め

る場合があるので留意すること。

（１）提出書類及び提出部数

ア 応募申請書（様式第４号）

イ 企画提案書（正本１部、副本６部）

※書式等は以下「１１．企画提案書」参照。副本には会社名等が想定でき

る記載はしないこと。

ウ 価格提案書（様式第５号）（１部）

（２）提出期限

令和４年１０月１１日（火）１７時まで（必着）

（３）提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到

着、持参されたものについては受付しない。

（４）提出場所

津山市こども保健部こども保育課

〒７０８-８５０１ 岡山県津山市山北５２０番地

TEL０８６８-３２-７０２８ FAX０８６８-３２-２１６１

10. 企画提案書
（１）企画提案書の作成について

ア 提案書の形式は、A４版（縦置き・横置きは自由）、長辺綴じとする。
イ ページ数については、特に上限を設けない。

ウ 提案書の記述にあたっては、原則として日本語表記とし、参加者の説明が

なくても理解できる内容となるように留意すること。ただし、専門用語は

この限りではないが、必要に応じて用語解説をすること。

（２）企画提案書の記載内容について

企画提案書には、「１２．審査基準及び配点」の「審査項目と審査基準及び配点」
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に則り、全ての項目について記載すること。その上で、製品のアピールポイン

トや追加提案等があれば追記すること。なお、企画提案書に審査基準の項目の

記載がない場合、その項目は採点しないものとする。

11. 審査方法
本プロポーザルの審査は以下のとおり行う。

（１）プレゼンテーション審査

企画提案についてプレゼンテーション等を実施し、審査委員による質疑を行う

ものとする。

ア 審査日時

令和４年１０月１８日（火）

津山市すこやか・こどもセンター２階にて実施。

イ 提案時間

企画提案書の記載内容のうち特にポイントとなる部分についての説明、お

よび実際の画面を用いたデモ説明（３０分以内厳守）。質疑応答（１０分程

度、ただし、状況により延長する場合あり）。

ウ 参加人数

１企画提案者につき最大３名。

エ 環境

会場、プロジェクター、スクリーンについては本市で用意する。その他必

要なものがあれば企画提案者で用意すること。

12. 審査基準及び配点
（１）本プロポーザルは下記の表「審査項目と審査基準及び配点」に基づき審査し、

最優秀提案者を特定する。

（２）満点（「１００点×評価者数」）の６割を最低基準点とし、それに満たない場合

は失格とする。

（３）応募が１事業者のみの場合であっても審査を実施するものとし、評価点の合計

が最低基準点以上となったときは、当該事業者を候補事業者とする。

（４）審査の結果、的確な候補事業者がいないとき又は応募者がいないときは、再公

募を行う場合がある。

審査項目 審査基準 配点

Ⅰ 本事業への理解 ・提案者は本事業の趣旨を理解しているか 10点

Ⅱ システム内容

・画面の見やすさ、操作性

・選考作業の機能性

・出力する帳票の見やすさ

・各種設定の容易性

45点

Ⅲ 導入・保守・運用

・導入スケジュール

・保守体制（システムトラブルへの対応）

・職員への研修時期・方法等

15点

Ⅳ 提案価格 ・提案価格（税込） （※1） 20点

Ⅴ アピール、追加提案 ・製品のアピールポイントや追加提案 10点
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（※１）審査項目「Ⅳ 提案価格」については、次の計算式により価格評価点を算出する。

13. 審査結果
プレゼンテーション審査の結果については、以下のとおり審査を受けた者に対して

通知する。

(１) 通知方法 プレゼンテーション審査の結果は書面により通知する。

(２) 通知時期 令和４年１０月３１日（月）

なお、候補者として決定されなかった者が、その説明を求めることのできる期間は、

通知を受けてから７日以内とし、当市からは当該提案者の得点のみ回答するものとす

る。

14. 契約
最優秀提案者と、契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに契約の手続き

を行う。なお、契約に係る協議により、最優秀提案者と契約ができない場合は、次点

者と契約について協議するものとする。

15. 情報公開
審査の結果については、津山市ホームページ上で公表する。公表する内容は以下の

とおりとする。

(１) 最優秀提案者名（最優秀提案者以外の者は仮名で公表する）

(２) 評価順位及び点数

(３) 見積金額

なお、企画提案者から提出された企画提案書については、津山市情報公開条例第７

条第３号の規定（開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財

産権その他正当な利益を害する恐れがあるもの）に基づき開示しないものとする。

16. 提出書類の取り扱い
(１) 提出されたすべての書類は、返却しない。

(２) 提出後の書類の差し替え及び追加・削除は認めない。

(３) 提出された書類は、本プロポーザルに係る審査以外には使用しない。

(４) 企画提案書の提出は１者につき１案とする。

17. その他
（１） 費用負担

書類作成及び提出に係る費用等の必要経費は、すべて提出者の負担とする。

（２） 参加辞退

参加申込後又は企画提案書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに書面

（様式第６号）により、辞退の旨を担当課あてに提出すること。

（３） 失格事項

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

合計 100 点

価格評価点 ＝ 配点 20×（１－（提案価格）÷（見積上限額））

÷（１－（最安値提案価格）÷（見積上限額））
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ア 参加資格要件を満たしていない場合

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成所の

留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合

エ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合

オ プレゼンテーションを欠席した場合

カ 見積上限額を超えた見積の場合

キ 審査基準で設定する、最低基準点を下回った場合

（４） 著作権等の権利

企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものと

する。ただし、受託先に選定された者が作成した企画提案書等の書類につい

ては、市が必要とする場合は、あらかじめ受託先に通知することにより、そ

の一部又は全部を無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）することができ

るものとする。

（５） 異議申立

参加申込者は、本プロポーザルの実施後、不知又は内容の不明を理由として、

異議を申し立てることはできない。

18. 問い合わせ先
本件に関する問い合わせ先は次のとおりとする。

＝＝【問い合わせ先】＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

津山市こども保健部こども保育課

〒７０８‐８５０１

岡山県津山市山北５２０番地

電話：０８６８‐３２‐７０２８

FAX：０８６８‐３２‐２１６１
メール：hoiku@city.tsuyama.lg.jp
対応時間：８時３０分から１７時１５分まで（土日祝日を除く）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


